
☆実績額の１５％を地域福祉に役立てていただくため、各町内会・自治会へ還付いたします。

本年度も町内会⾧・自治会⾧様を通じて会員加入のお願いをさせて
いただきます強調月間 月 日～ 月 日

一般会費（１世帯） １口 円

※ 寄附金控除対象です。

※ 決して強制するものではなく、各ご家庭の自主的な判断でご協力をお願いいたします。

裏面に続く

※各事業、裏面に記載
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東海市社会福祉協議会会
員(会費)募集にご協力を
よろしくお願いいたします。


